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本
書
の
舞
台
は
、
一
六
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
庁
舎
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ヴ

ェ
ッ
キ
オ
で
あ
り
、
著
者
は
「
美
術
史
と
政
治
史
の
交
差
点
」
に
立
つ
こ
と

で
コ
ジ
モ
一
世
（
一
五
～
九
～
七
四
）
の
文
化
政
策
を
読
み
解
く
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
。
著
者
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
留
学
中
に
、
政
治
史
の
枠
組
み
か

ら
美
術
を
読
み
解
く
と
い
う
視
点
を
得
て
、
そ
の
素
材
と
し
て
の
宮
廷
画
家

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
図
像
帯
説
書
凹
ラ
ジ
ョ
ナ
メ
ン
テ
ィ
』
に
出
会
っ
た
と
い
う
。

一
六
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
対
象
と
す
る
従
来
の
歴
史
学
研
究
は
、
美
術
や

文
挙
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
政
治
史
と
文
化
史
は
関
連
付
け
ら
れ

な
い
ま
ま
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
一
方
、
近
年
の
美

術
史
に
お
い
て
は
、
作
品
を
注
文
す
る
パ
ト
ロ
ン
と
芸
術
家
の
間
の
バ
ト
ロ

ネ
ー
ジ
関
係
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
著
者
は
、
文
献

資
料
と
し
て
鯛
ラ
ジ
ョ
ナ
メ
ン
テ
ィ
面
や
書
簡
を
、
美
術
資
料
と
し
て
絵

画
・
彫
刻
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
パ
ト
ロ
ン
と
芸
術
家
の
意
図
や
そ

の
政
治
的
影
響
を
分
析
し
、
政
治
史
と
文
化
史
の
溝
を
埋
め
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
著
者
は
、
図
像
と
史
実
と
の
差
異
と
い
う
問
題
に
触
れ
る
。
為
政
者

が
、
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の
た
め
に
図
像
を
用
い
る
こ
と
は
古
代
の
歴
史

よ
り
行
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
だ
が
、
図
像
上
の
為
政
者
の
華
々
し
い
イ

メ
ー
ジ
は
、
必
ず
し
も
史
実
に
忠
実
だ
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
差
異
を
踏
ま

え
た
上
で
の
、
共
和
鋼
の
伝
統
が
根
強
い
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
君
主
の

自
己
喧
伝
を
検
討
す
る
と
い
う
著
者
の
視
点
は
、
新
た
な
「
自
由
」
概
念
が

広
ま
る
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
新
時
代
の
「
君
主
」
が
誕
生
し
た
の
か
と

い
う
問
い
の
解
明
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
本
書
の
内
容
を
紹

介
し
て
い
き
た
い
。

　
序
章
「
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
の
歴
史
」
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

歴
史
を
語
る
上
で
、
政
治
の
中
心
で
あ
る
政
庁
舎
の
歴
史
と
い
う
視
点
が
欠

け
て
い
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
、
一
二
九
九
年
の
政
庁
舎
建
設
着
手
か
ら

本
書
の
主
人
公
コ
ジ
モ
一
世
の
時
代
ま
で
の
、
政
庁
舎
と
都
市
の
歴
史
を
整

理
す
る
。
政
庁
會
が
　
三
一
五
年
に
落
成
し
た
｝
二
〇
年
掛
に
、
コ
ジ
モ
　

世
の
祖
先
で
あ
る
メ
デ
ィ
チ
家
当
主
コ
ジ
モ
・
イ
ル
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
（
以
下

老
コ
ジ
モ
と
表
記
）
が
市
政
を
掌
握
し
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
メ
デ
ィ

チ
統
治
時
代
（
一
四
三
四
～
九
四
）
が
始
ま
る
。
続
く
共
和
制
時
代
（
一
四

九
四
～
～
五
一
二
）
の
闘
も
、
政
庁
舎
の
工
事
は
断
続
的
に
行
わ
れ
て
い
っ

た
。
メ
デ
ィ
チ
家
の
復
帰
（
～
五
［
二
）
、
お
よ
び
最
後
の
共
和
国
体
制

（一

ﾜ
二
七
～
三
〇
）
を
経
た
後
の
政
庁
舎
は
混
乱
の
為
に
荒
廃
し
た
ま
ま

で
あ
っ
た
。
一
五
三
七
年
、
い
よ
い
よ
コ
ジ
モ
一
世
が
第
二
代
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
公
と
な
り
、
一
五
四
〇
年
に
メ
デ
ィ
チ
邸
か
ら
政
庁
舎
に
移
り
住
ん
だ
こ

と
で
、
政
庁
舎
は
城
塞
風
の
質
素
な
造
り
か
ら
、
豪
華
絢
燗
な
「
公
爵
宮

殿
」
へ
と
変
貌
す
る
。
こ
の
コ
ジ
モ
一
世
が
手
が
け
た
工
事
は
、
政
庁
舎
史

上
最
大
の
、
君
主
の
政
治
的
戦
略
と
結
び
つ
い
た
大
改
築
で
あ
る
こ
と
を
著

者
は
主
張
す
る
。
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第
－
部
「
絶
対
君
主
と
喧
伝
大
臣
」
は
、
全
三
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

ま
ず
第
一
章
「
コ
ジ
モ
一
世
の
絶
対
君
主
制
」
で
は
、
コ
ジ
モ
一
世
の
誕
生

か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
公
と
し
て
の
即
位
ま
で
が
叙
述
さ
れ
る
。
メ
デ
ィ
チ
家

の
傍
系
「
弟
脈
」
出
身
で
あ
る
コ
ジ
モ
一
世
は
、
「
統
治
者
に
な
り
得
な
い

家
柄
」
に
属
し
て
お
り
、
即
位
当
初
は
公
爵
で
さ
え
な
く
「
首
長
に
し
て
第

［
市
民
」
と
し
て
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
出
自
を
持
っ
た
コ
ジ
モ
～
世

だ
か
ら
こ
そ
、
政
庁
舎
の
改
築
に
よ
っ
て
「
統
治
の
正
当
性
」
を
都
布
内
外

に
視
覚
的
に
喧
伝
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
非
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
入

の
官
吏
を
登
用
し
権
力
を
握
り
、
旧
支
配
層
で
あ
る
都
市
貴
族
の
影
響
力
を

遡
減
す
る
こ
と
で
、
コ
ジ
モ
一
世
が
権
力
を
徐
々
に
手
中
に
お
さ
め
て
い
く

過
程
が
、
制
度
面
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
大
改
造
」
で
は
、
コ
ジ
モ
一
世
と

宮
廷
芸
術
家
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
（
一
五
～
一
～
七
四
）
の
バ
ト
ロ

ネ
ー
ジ
関
係
に
基
づ
く
政
庁
舎
の
大
改
築
が
描
か
れ
る
。
一
五
五
〇
年
に
機

能
の
一
部
が
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ピ
ッ
テ
ィ
に
移
さ
れ
る
と
、
政
庁
舎
は
パ
ラ
ッ

ツ
ォ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
君
主
の
私
的
生
活
の
場
は

パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ピ
ッ
テ
ィ
、
公
的
政
治
の
場
は
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ

と
分
け
ら
れ
、
後
者
は
ま
す
ま
す
政
治
的
な
役
割
を
強
め
て
い
く
。
ア
レ
ッ

ツ
ォ
出
身
の
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
、
芸
術
家
・
職
人
と
交
流
し
つ
つ
、
一
五
五
〇

年
に
は
『
美
術
家
列
伝
舳
を
コ
ジ
モ
に
献
呈
し
、
翌
年
以
降
は
、
一
九
年
間

に
わ
た
っ
て
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
の
大
改
築
に
関
与
し
、
コ
ジ
モ
一

世
の
文
化
政
策
に
大
き
く
貢
献
し
た
。

　
第
三
章
で
は
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
『
ラ
ジ
ョ
ナ
メ
ン
テ
ィ
騙
を
も
と
に
五
百

人
広
間
の
天
井
画
が
読
み
解
か
れ
る
。
こ
の
天
井
画
に
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
領
域
、
ピ
サ
戦
争
（
一
四
九
六
～
一
五
〇
九
）
と
シ
エ
ナ
戦
争
（
一
五
五

四
～
五
五
年
）
、
前
七
〇
年
の
都
布
建
設
か
ら
一
四
三
四
年
の
老
コ
ジ
モ
帰

還
ま
で
の
歴
史
が
描
か
れ
、
広
間
の
中
央
の
円
形
画
「
コ
ジ
モ
一
世
礼
賛
」

は
、
コ
ジ
モ
一
世
が
ト
ス
カ
ー
ナ
の
時
空
間
的
な
中
心
に
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
い
う
。
都
市
内
外
の
貴
族
や
大
使
が
訪
れ
る
こ
の
広
間
の
改
築
に

は
、
視
覚
的
に
メ
デ
ィ
チ
君
主
の
存
在
を
よ
り
多
く
の
人
々
に
向
け
て
喧
伝

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
な
ら
び
に
シ
エ
ナ
の
公
爵
」
と
い
う

称
号
よ
り
高
位
の
称
号
を
狙
う
と
い
う
コ
ジ
モ
一
世
の
意
図
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。

　
第
H
部
は
全
三
章
に
よ
っ
て
購
成
さ
れ
る
。
第
四
章
「
パ
ト
ロ
ン
・
画

家
・
構
図
助
言
者
」
で
は
、
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
コ
ジ
モ
一
世
、
画
家
ヴ
ァ

ザ
ー
リ
、
構
図
助
言
者
の
コ
ジ
モ
・
バ
ル
ト
リ
の
関
係
が
検
討
さ
れ
る
。
史

実
に
忠
実
な
作
品
制
作
と
政
治
情
勢
の
反
映
と
の
間
で
葛
藤
す
る
ヴ
ァ
ザ
ー

リ
、
特
に
「
コ
ジ
モ
一
世
の
問
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
部
屋
の
寓
意
画
と
の

美
的
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
バ
ル
ト
リ
、
そ
の
一
方
で
領
域
拡
大
に
お
け
る

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
威
信
を
重
視
す
る
コ
ジ
モ
一
世
。
「
描
か
れ
た
歴
史
」
の

背
後
に
は
、
「
描
か
れ
な
か
っ
た
歴
史
」
や
歪
曲
さ
れ
た
歴
史
が
あ
る
と
い

う
こ
と
と
、
三
者
は
互
い
の
領
域
を
侵
犯
し
、
工
事
は
情
勢
に
影
響
を
受
け

な
が
ら
そ
の
都
度
変
更
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
著
者
は
主
張
す
る
。

　
第
五
章
「
「
レ
オ
一
〇
世
の
区
画
」
を
読
む
」
で
は
、
政
治
史
的
観
点
か

ら
次
の
三
点
が
強
調
さ
れ
る
。
描
か
れ
た
場
所
が
共
和
国
政
府
の
心
臓
部
で

あ
る
点
、
描
か
れ
た
時
代
が
絶
対
君
主
制
の
形
成
期
で
あ
る
点
、
描
か
れ
た

内
容
が
メ
デ
ィ
チ
家
の
歴
史
で
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
区
画
の
問
に
は
そ
れ

ぞ
れ
、
老
コ
ジ
モ
か
ら
コ
ジ
モ
一
世
に
至
る
六
人
の
メ
デ
ィ
チ
家
の
中
心
的

人
物
の
歴
史
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
軍
人
と
し
て
戦
功
を
あ
げ
た
父

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
を
コ
ジ
モ
自
身
の
前
に
描
く
こ
と
で
、
メ
デ
ィ
チ
家
が
「
弟
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式
」
に
移
っ
て
い
く
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
「
弟
脈
」
出
身
の
メ
デ
ィ

チ
家
当
主
と
し
て
の
自
身
の
正
統
性
を
主
張
す
る
と
い
う
コ
ジ
モ
一
世
の
意

図
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
六
章
「
レ
オ
…
○
世
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
入
城
」
で
は
、
「
レ
オ
一
〇
世

の
間
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
間
の
フ
レ
ス
コ
画
は
、
一
五
一
五
年
の

実
際
の
イ
ヴ
ェ
ン
ト
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
、
レ
オ
一
〇

世
を
芸
術
の
黄
金
期
の
メ
デ
ィ
チ
家
出
身
教
皇
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
が
、

そ
の
一
方
で
そ
の
時
代
の
政
治
・
財
政
に
つ
い
て
の
厳
し
い
現
実
を
描
い
て

は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
権
力
が
危
う
い
時
期
に
こ
そ
威
信
を

示
す
た
め
に
豪
奢
な
入
城
式
を
催
す
必
要
が
同
家
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
暗
い
現
実
を
見
る
こ
と
な
く
、
こ
の
入
城
式
の
両
義
性
の
～

側
面
を
描
い
た
の
だ
と
著
者
は
述
べ
る
。

　
主
演
部
「
コ
ジ
モ
一
世
の
二
つ
の
戦
争
扁
で
は
、
「
モ
ン
テ
ム
ル
ロ
の
戦

い
」
（
第
七
章
）
と
「
シ
エ
ナ
戦
争
」
（
第
八
章
）
と
い
う
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

征
服
戦
争
を
題
材
に
し
た
作
晶
が
主
に
分
析
さ
れ
る
。
モ
ン
テ
ム
ル
ロ
の
戦

い
（
一
五
三
七
）
は
、
「
フ
オ
ル
ッ
シ
ー
テ
ィ
」
と
い
う
反
体
制
派
の
亡
命

者
集
団
の
軍
と
コ
ジ
モ
一
世
の
軍
が
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
亡
命
軍
の
頭
の

フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ
（
～
四
八
八
～
一
五
三
八
）
は
「
最
後
の
共

和
主
義
者
」
と
呼
ば
れ
、
敗
北
後
自
害
し
た
。
絵
画
で
は
、
捕
虜
と
な
っ
た

亡
命
者
た
ち
が
屈
服
の
姿
勢
で
描
か
れ
る
一
方
、
コ
ジ
モ
は
、
実
際
に
は
厳

罰
を
も
っ
て
対
処
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
寛
容
」
の
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
描

か
れ
る
。
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
が
熱
狂
的
に
叫
ば
れ
る
十
九
世
紀
以
降
の
イ
タ

リ
ア
に
お
い
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
と
メ
デ
ィ
チ
君
主
国
、
「
自
由
の

擁
護
者
」
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ
と
「
自
由
の
抑
圧
者
」
コ
ジ
モ
一

世
は
、
対
比
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
、
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ
は
橿
国
の
た
め
に
戦
っ
た

英
雄
と
し
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た
一
方
で
、
碧
主
制
国
家
研
究
が
停
滞
し
た
。

　
こ
こ
で
著
者
は
、
「
自
由
の
擁
護
者
」
と
さ
れ
て
き
た
敗
軍
の
将
フ
ィ
リ

ッ
ポ
・
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ
に
着
目
し
、
「
共
和
主
義
者
鳳
や
「
自
由
」
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ
は
銀
行
業
を
生
業
に
し
た
商
人
貴
族
で
あ
り
、

貴
族
寡
頭
制
に
お
い
て
支
配
層
の
地
位
を
占
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し

て
彼
は
あ
く
ま
で
自
ら
の
富
と
名
誉
を
守
る
た
め
に
戦
っ
た
の
で
あ
り
、

「
共
和
国
」
の
「
自
由
」
の
た
め
に
戦
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
当
時
「
自
由
」
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
て
い
た
の
か
に
考
察
を
進
め
、
コ
ジ
モ
を
抑
圧
者
、
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ
を

自
由
の
擁
護
者
と
す
る
従
来
の
単
純
な
二
分
法
を
検
討
す
る
た
め
に
宮
廷
思

想
家
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
グ
ァ
リ
ー
二
（
一
五
一
二
八
～
一
六
＝
～
）
の
闘
政
治

的
自
由
に
関
す
る
論
文
舳
に
お
け
る
「
良
き
君
主
の
統
治
は
良
き
臣
民
の
自

由
と
矛
盾
し
な
い
」
と
い
う
新
し
い
自
由
概
念
を
取
り
上
げ
る
。
グ
ァ
リ
ー

二
は
宮
廷
人
と
し
て
著
作
を
書
い
た
と
言
え
る
が
、
体
制
変
化
に
疲
弊
し
て

い
た
民
衆
も
、
強
力
で
安
定
し
た
君
主
の
も
と
、
新
し
い
自
由
を
保
証
さ
れ

る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
政
治
機
構
の
不
安
定
性
、
階
級
間
の
闘
争
、

軍
事
的
経
済
的
脆
弱
性
と
い
う
共
和
制
都
市
国
家
の
欠
陥
を
自
覚
し
て
、
絶

対
君
・
王
的
領
域
国
家
建
設
を
意
図
し
た
の
が
コ
ジ
モ
だ
っ
た
と
著
者
は
主
張

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
第
八
章
の
主
題
で
あ
る
シ
エ
ナ
戦
争
に
つ
い
て
重
要
な
研
究
書
が
出
て
い

る
が
、
絵
画
史
料
を
活
用
し
て
い
な
い
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
シ
エ
ナ
戦
争

は
、
フ
ラ
ン
ス
目
シ
エ
ナ
陣
営
と
皇
帝
1
ー
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
陣
営
と
に
分
か
れ

て
勃
発
し
、
後
者
に
よ
る
夜
襲
や
激
戦
、
包
囲
戦
は
シ
エ
ナ
を
苦
し
め
、
一

五
五
六
年
四
月
、
降
伏
に
追
い
や
っ
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
領
域
拡
大
に
お

い
て
最
大
の
戦
争
と
さ
れ
、
最
も
成
果
を
上
げ
た
シ
エ
ナ
戦
争
画
を
描
く
と
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い
う
着
想
は
、
～
五
六
二
年
に
は
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、

制
作
開
始
は
一
五
七
〇
年
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
途
中
で
ロ
ー
マ
に
旅
立

っ
て
し
ま
う
。
大
勢
の
人
々
が
列
席
す
る
コ
ジ
モ
の
息
子
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ

一
世
の
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
位
継
承
式
典
（
～
五
七
二
）
に
は
か
ろ
う
じ
て
間

に
合
っ
た
と
い
う
シ
エ
ナ
戦
争
画
は
、
美
術
的
な
価
値
は
低
い
と
さ
れ
て
き

た
が
、
政
治
史
的
・
軍
事
史
的
観
点
か
ら
考
え
る
と
重
要
な
意
味
を
持
つ
も

の
だ
と
著
者
は
述
べ
る
。

　
終
章
で
は
、
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
の
天
井
画
と
壁
画
は
、
国
内
外
に
正
統
な
君
主

と
し
て
コ
ジ
モ
一
世
の
威
光
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公

位
田
の
称
号
を
獲
得
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
「
ブ

イ
レ
ン
ツ
ェ
お
よ
び
シ
エ
ナ
の
公
爵
」
と
い
う
称
号
に
も
満
足
で
き
な
か
っ

た
コ
ジ
モ
一
世
に
対
し
、
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
中
の
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ト
リ
ッ
ク
陣

営
へ
の
支
援
な
ど
の
功
績
を
認
め
た
教
皇
ピ
ウ
ス
五
世
は
、
一
五
六
九
年
、

「
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
」
の
称
号
を
授
与
す
る
大
勅
書
を
発
す
る
。
一
五
七
〇

年
三
月
に
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
教
皇
の
手
に
よ
り
コ
ジ
モ
は
ト
ス
カ
ー
ナ
大

公
と
し
て
戴
冠
さ
れ
た
が
、
戴
冠
に
反
対
し
た
皇
帝
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
る

の
は
コ
ジ
モ
の
死
か
ら
二
年
経
っ
た
一
五
七
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
《
ト

ス
カ
ー
ナ
大
公
コ
ジ
モ
一
世
に
戴
冠
す
る
教
皇
ピ
ウ
ス
五
世
》
と
い
う
絵
画

が
五
百
人
広
間
の
側
壁
に
完
成
し
た
の
は
、
第
三
代
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
フ
ェ

ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
一
世
の
時
代
（
一
五
九
二
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
絵
画
に
は
戴

冠
さ
れ
る
コ
ジ
モ
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、
背
後
に
は
、
長
男
で
あ
る
第
二
代

大
公
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
一
世
と
、
四
男
で
あ
り
か
つ
注
文
主
で
あ
る
第
三
代

大
公
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
一
世
も
描
か
れ
て
い
る
。
絵
画
の
中
で
、
兄
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ
の
顔
は
暗
く
描
か
れ
、
弟
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
は
は
っ
き
り
と

し
た
表
情
で
描
か
れ
て
い
る
。
後
継
者
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
い
う
必
要

性
が
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
に
は
あ
り
、
彼
も
ま
た
美
術
を
政
治
に
利
用
し
た
　
　
⑬

の
で
あ
っ
た
と
本
章
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
描

　
以
上
が
本
書
の
概
略
で
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
歴
史
的
建
造
物
や
美

術
品
が
数
多
く
残
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
有
数
の
都
市
で
あ
り
、
金
管
が
美
術
館
・

博
物
館
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
～
五
世
紀
以
降
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て

は
、
メ
デ
ィ
チ
家
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
の
支
配
層
が
美
術
作
晶
や
建
築
物

を
利
用
し
た
文
化
政
策
を
展
開
し
て
お
り
、
美
術
史
、
建
築
史
、
文
化
史
、

政
治
史
は
関
連
し
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
蓄
積
を
活
用
し
て
、

架
橋
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
現
在
、
歴
史
学
と
美
術
史
を
結
び
つ

け
て
～
六
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
治
史
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
本
書
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
有
効
で
あ
り
、
都
市
の
空
間
を
、
中
心
部
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ヴ
ェ

ッ
キ
オ
か
ら
立
体
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
本
書
は
、
「
共
和
制
扁

や
「
君
主
制
扁
と
い
う
概
念
の
二
分
法
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
従
来
「
自

由
の
抑
圧
者
」
と
さ
れ
て
き
た
コ
ジ
モ
一
世
に
対
し
て
、
寡
上
巳
の
も
と
で

特
権
を
享
受
し
て
き
た
旧
支
配
層
で
あ
る
「
共
和
主
義
者
」
を
抑
え
て
強
い

ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
国
を
内
外
に
知
ら
し
め
た
新
し
い
君
主
と
い
う
評
価
を
与

え
、
停
滞
し
て
き
た
｝
六
世
紀
の
ト
ス
カ
ー
ナ
大
公
国
研
究
に
も
新
た
な
光

を
与
え
て
い
る
と
醤
え
よ
う
。

　
著
者
の
、
美
術
作
品
か
ら
政
治
を
読
む
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
近
年

の
表
象
研
究
に
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
。
北
イ
タ
リ
ア
政
治
史
を
三
門
と
す

る
ガ
ン
ペ
リ
ー
二
は
、
「
凝
血
の
、
口
述
の
（
＜
興
σ
巴
」
な
も
の
に
限
ら
ず
、

儀
礼
に
現
れ
る
身
振
り
や
絵
画
に
お
け
る
図
像
も
含
め
て
「
言
葉
（
訂
亭

9q
撃
盾
巣
ｳ
ご
と
見
な
し
た
う
え
で
、
そ
の
．
．
冨
旨
面
¢
鋤
o
q
Φ
，
が
政
治
の
場
で
果
た

　
　
　
　
　
　
　
②

す
機
能
を
主
張
す
る
。
こ
の
．
．
一
碧
伽
q
轟
⑰
q
①
．
は
、
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝



評書

え
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
ま
た
新
た
な
ル
ー
ル
や
意
味
、
そ
し
て
現
実

を
も
生
み
出
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
と

さ
れ
る
。
確
か
に
、
図
像
は
字
に
よ
る
表
記
で
は
な
い
た
め
に
、
読
み
手
の

主
観
や
背
景
に
大
き
く
影
響
を
受
け
る
史
料
と
蓄
え
る
が
、
作
品
そ
の
も
の

の
み
な
ら
ず
、
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
社
会
環
境
や
過
程
に
着
目
す
る
著
者

の
視
点
は
、
視
覚
表
象
が
も
つ
政
治
的
機
能
を
よ
り
説
得
的
に
分
析
し
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
に
本
書
の
方
法
論
と
成
果
の
意
義
を
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
検

証
す
べ
き
点
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
下
の
二
点

に
絞
っ
て
論
じ
た
い
。

　
一
つ
に
、
バ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
位
置
付
け
が
挙
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
本
書
の

中
で
は
、
美
術
史
の
分
野
で
の
バ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
指
摘

し
た
際
と
、
ま
た
注
文
主
コ
ジ
モ
一
世
・
画
家
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
・
構
図
助
言
者

バ
ル
ト
リ
の
三
者
の
相
互
関
係
（
第
二
・
四
章
）
を
分
析
す
る
箇
所
で
、
バ

ト
ロ
ネ
ー
ジ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
徳
男
帯
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、

中
近
世
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
社
会
に
お
い
て
バ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
の
網
は
広
が
り
、

都
市
で
生
活
す
る
者
は
、
そ
れ
に
携
わ
る
こ
と
な
し
に
は
公
私
に
関
わ
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

生
き
て
は
い
け
な
い
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
本
書
の
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
ご
く
中
枢
部
に
対
象
を
絞
る
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
分
析
の
有
用
性

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
宮
廷
や
都
市
を
舞
台
と
し
た
、
よ
り
多
様
な

バ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
関
係
に
お
け
る
都
市
の
文
化
政
策
や
そ
の
政
策
の
意
図
を
分

析
す
る
と
い
う
研
究
が
今
後
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
バ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
関
係

の
中
で
作
品
が
豊
作
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
著
者
前
書
（
『
パ
ト
ロ
ン
た
ち

の
ル
ネ
サ
ン
ス
騙
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
七
年
）
で
考
察
し
た
、
あ
く

ま
で
も
都
市
の
た
め
に
作
品
が
制
作
さ
れ
て
い
た
一
五
世
紀
と
、
～
入
の
君

主
の
自
己
喧
伝
の
た
め
に
作
晶
が
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｝
六
世
紀
と

の
時
代
背
景
・
風
潮
の
推
移
は
分
析
の
余
地
が
あ
る
。
一
五
世
紀
の
ブ
イ
レ

ン
ツ
ェ
共
和
国
に
お
い
て
は
、
銀
行
家
で
も
あ
っ
た
大
商
人
が
、
「
金
貸
し
」

と
い
う
罪
の
意
識
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
市
民
的
・
宗
教
的
義
務
と
し
て
建

築
物
・
美
術
品
に
「
清
く
正
し
く
消
費
す
る
」
、
そ
の
中
で
職
人
た
ち
と
契

約
を
結
び
パ
ト
ロ
ン
と
な
る
。
さ
ら
に
個
人
的
な
富
の
蓄
積
を
忌
み
嫌
う
共

和
主
義
的
精
神
に
対
す
る
弁
明
と
し
て
、
「
豪
華
」
と
い
う
古
典
的
美
徳
を

引
用
す
る
形
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
は
自
己
顕
示
欲
と
そ
の
抑
制
に
折
り

合
い
を
つ
け
な
が
ら
生
き
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
注
文
主
で
あ
る

パ
ト
ロ
ン
を
取
り
巻
く
環
境
や
そ
の
背
景
か
ら
、
一
五
世
紀
と
一
六
世
紀
の

政
治
体
制
を
比
較
す
る
視
点
も
、
中
近
世
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
を
考
え
る
上
で

有
効
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
点
は
、
「
自
由
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
一
五
世
紀
の
共
和
制

時
代
に
つ
い
て
は
、
徳
稿
氏
が
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
影
響
力
が
強
ま
る
中
、
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
の
「
自
由
」
が
条
件
付
き
の
も
の
に
、
政
治
体
鋼
も
貴
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

寡
頭
制
な
っ
て
い
く
過
程
を
論
じ
た
。
＝
ハ
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る

「
蜜
由
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
第
七
章
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
宮
廷
思

想
家
グ
ァ
リ
ー
二
に
よ
る
「
良
き
君
主
の
統
治
の
も
と
で
臣
民
の
自
由
は
守

ら
れ
る
扁
と
い
う
「
新
し
い
自
由
概
念
」
が
受
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し

か
し
、
共
和
制
的
伝
統
が
残
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
扱
う
以
上
、
そ
の
「
自

由
」
と
「
統
治
」
と
い
う
二
律
背
反
す
る
よ
う
な
概
念
が
ど
の
よ
う
に
折
り

合
い
を
つ
け
な
が
ら
当
時
の
社
会
に
広
ま
っ
て
い
た
か
、
ま
た
統
治
す
る
側

と
自
由
を
奪
わ
れ
る
側
は
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
概
念
を
捉
え
て
い
た
の
か
、

と
い
う
問
題
の
検
証
も
さ
ら
に
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
検
証
に
よ
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っ
て
、
～
六
世
紀
に
お
け
る
「
新
し
い
自
由
概
念
」
が
最
終
的
に
受
容
さ
れ

る
ま
で
に
生
ま
れ
た
反
発
や
す
り
合
わ
せ
も
含
め
た
プ
ロ
セ
ス
に
迫
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
た
「
新
し
い
自
由
概
念
」
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
第
八
章
で
扱
わ
れ
た
シ
エ
ナ
の
「
自
由
」
や
、

第
三
章
で
扱
わ
れ
た
五
百
人
広
間
の
天
井
画
に
描
か
れ
て
い
る
ピ
ス
ト
イ
ア

や
ア
レ
ッ
ツ
ォ
、
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
な
ど
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
領
域
に
入
っ
た

近
隣
中
小
都
市
の
「
自
・
田
」
と
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
の
「
自
由
」
を
同
列
に

扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
中
小
都
市
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
領
域
に

併
合
さ
れ
る
過
程
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
よ
る
統
治
の
正
当
化
と
い
う
論

理
が
必
要
で
あ
っ
た
は
ず
だ
ろ
う
し
、
そ
の
論
理
を
説
得
的
に
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
し
て
い
た
主
体
も
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
「
自
由
」
の
概
念
を
扱
う
以

上
、
本
書
で
申
心
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
都
市
内
に
と
ど

ま
ら
ず
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
波
及
し
た
自
由
の
観
念
は
ど
の
よ
う
に
ト
ス

カ
ー
ナ
の
周
辺
領
域
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
と
い
う
視
点
も
ま
た
必
要

だ
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
統
治
さ
れ
た
側
扁
に
あ
た
る
周
辺
都
市
に
着

目
す
る
こ
と
は
、
「
統
治
す
る
側
偏
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
中
心
に
偏
ら
ず
に
、

一
六
世
紀
ト
ス
カ
ー
ナ
史
や
領
域
国
家
史
を
総
合
的
に
考
え
る
上
で
有
効
な

観
点
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
当
時
の
為
政
者
は
「
寛
容
」
や
「
徳
」
と
い
っ
た
震
葉
も
多
用
し

た
が
、
文
書
や
図
像
史
料
上
で
こ
れ
ら
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
文
脈
を
検

討
す
る
こ
と
で
、
君
主
制
支
配
の
理
念
と
実
態
と
い
う
問
題
を
再
考
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
一
五
世
紀
前
半
の
市
民
的
人
文
主
義
の
興
隆
、

一
五
世
紀
後
半
の
メ
デ
ィ
チ
家
を
中
心
と
し
た
寡
頭
政
治
お
よ
び
イ
タ
リ
ア

五
大
都
市
の
緊
張
関
係
、
～
五
世
紀
來
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
の
イ
タ
リ
ア
戦

争
と
、
度
重
な
る
危
機
を
経
験
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
、
価
値
観
・
基
準

の
変
化
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
ど
れ
か
一
つ
の
要
素
か
ら
「
共
和
制
的
で

あ
る
扁
あ
る
い
は
「
君
主
制
的
で
あ
る
」
な
ど
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
む
し
ろ
、
様
々
な
思
想
・
観
念
が
積
み
重
な
り
、
モ
ザ
イ
ク
状
に
な
っ

て
い
る
状
態
と
し
て
、
中
近
世
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
美
術
品
・
建
築
物
を
読
み

解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
製
作
過
程
や
式
典
の
た
め

の
用
途
を
分
析
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
活
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
背
景
に
お
い
て
こ
そ
、
為
政
者
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い

る
図
像
史
料
の
分
析
に
よ
る
政
治
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
本
書
の
方
法

は
有
効
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
著
者
の
研
究
の
姿
勢
は
本
文
中
の
次
の
こ
と
ば
に
現
れ
て
い
る

と
雪
口
え
よ
う
。
門
ど
ん
な
事
件
（
出
来
事
）
が
選
ば
れ
、
ど
ん
な
事
件
が
選

ば
れ
な
か
っ
た
の
か
、
何
が
描
か
れ
、
何
が
描
か
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
選
定
の
基
準
は
何
だ
っ
た
の
か
」
、
「
政
治
宣
伝
用
と
し
て
描

か
れ
た
歴
史
は
、
客
観
的
な
歴
史
で
は
な
く
、
か
く
あ
れ
か
し
と
願
っ
た
歴

史
、
見
て
ほ
し
い
歴
史
、
訴
え
た
い
歴
史
で
あ
る
。
」
（
本
書
、
＝
二
頁
）

歴
史
学
の
対
象
は
、
実
際
に
生
じ
た
出
来
事
や
事
実
だ
け
で
は
な
い
。
本
書

の
よ
う
に
、
図
像
を
史
料
と
し
て
、
君
主
に
「
な
ろ
う
と
し
た
」
コ
ジ
モ
｛

世
の
試
み
や
過
程
を
描
く
こ
と
も
視
点
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
実
と

さ
れ
て
い
る
も
の
の
裏
側
に
あ
っ
て
、
今
ま
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を

あ
え
て
覗
く
試
み
で
も
あ
る
。
ま
た
、
史
料
が
豊
実
で
研
究
環
境
に
恵
ま
れ

て
い
る
が
た
め
に
細
分
化
す
る
傾
向
に
あ
る
中
近
世
イ
タ
リ
ア
史
研
究
に
お

い
て
、
美
術
史
と
政
治
史
を
結
ぶ
著
者
の
研
究
は
、
分
野
間
の
対
話
と
そ
の

成
果
を
見
事
に
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
本
書
評
を
終
え
る
。

王18 （610）
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